
二本松自治会テニス部会会則　亡女）

（名称）

第1粂　本会は、二本松自治会テニス部会（通称r二本松テニス部」）と称する。

（日的）

第2粂　この会は、会員相互の健康増進とコ ケーションの向上を図ることを目的とする。

（役員）

第4粂　本会に次の役員を置く。

部長　1名

副部長1名

会計　1名

世話役　数名
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（役員の選出と任期）

第5条（1）役員はこ会員ゐ互選で遵出し、自治全役鼻会に報告しなければならない。

（2）役員の任期は、皇室よし・再任を妨げない。
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（都会費）

第6条（1）会の経費は、 自治会会費

（2）部会費は、年会費とし、次の通りとする。

・大人違負（高校生以上）　年間せ仰円．・視シ旬
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（3）退会時、都会費は返却しないものとする。．肴もlL　占う鶴と上京かメタ‘凄銅与′J
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（会計年度）

第7粂　本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

鐘■条前年度の収支決算は、自治会会計監査を経て4月1日以降の役員会に報曹し、その承認を

得なければならない。

附則
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施行する。
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